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　おかげさまで、ゆうあいセンターの指定管理も２年目

に入り、オープンスペースにもたくさんの方にお越し

いただきました。オープンスペースの入り口にあります、

ゆうあいセンターの受付には日々、利用者の方から様々

な相談が寄せられます。今回は、そんな受付に寄せ

られる相談の中から、特によく相談をいただく内容に

ついてQ&A形式でお答えしていきたいと思います。

Q1　ボランティアとＮＰＯの違いは何ですか？
A１　ボランティアは個人とその活動の呼び方、NPO
は組織の呼び名です。狭義のNPOはミッションを実現

するために作られた社会的責任を持つ組織であり、

儲けたり雇用を確保したりすること自体が目的ではあ

りません。NPOで活動する人に報酬が発生するのは、

一定規模以上の活動をするために専従・有給の職員

を確保する場合や専門職を必要とする活動を継続的

に行う場合がほとんどだと思います。つまり、社会的に

責任あるサービスを提供するプロ集団として事業を軌

道に乗せれば、任意団体でも自ずと有給の専門スタ

ッフを持つ事業体になり得ます。現状では、無給の役

員と無給のボランティアから構成される任意団体のＮ

ＰOがもっとも多いと思います。すなわちボランティア

がNPOを支えているといえます。（表１）

Q２　ＮＰＯ法人のメリットとデメリットは？
A２　法人格は、社会的責任や事業の拡大を可能に
する条件ですが、法人化したからといって、即座に特

別な信用が与えられるということではありません。NPO

法人になると、誰でもが自由にそのNPOを評価できる

ように、情報公開の義務が課せられるようになります。

この義務を積極的に果たし、外部のプラス評価を得る

ことで、団体の信用が結果的に創造されるようになると

思います。従って、NPOの法人化は計画的に行う必

要があります。（表2）

　他にも色々なことに疑問を持ちながら運営をされて

いる団体も多くあると思います。NPOに関することで、

わからないこと等がありましたら、お気軽に、ゆうあい

センター受付にお尋ねください。また、岡山ＮＰＯセン

ターでもＮＰＯ法人運営に関する講座を実施していき

ますので、ぜひ、ご参加ください。

※「ゆうあいセンター」は、社会福祉法人岡山県社会

福祉協議会との共同体「岡山県ボランティア・ＮＰＯ活

動支援センター管理共同体」で管理運営をさせてい

ただいています。

（事務局　長町真衣）
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メリット

・ 所有、契約、雇用の主体になれる（※）

・ 行政からの委託事業を受けやすい
　 助成金や寄付金が受けやすい

・ 社会的な信用が得られる

・ 団体の活動の活性化（ミッションの明確化）

デメリット

・ 組織維持の事務管理が煩雑、
　 コストも掛かる
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（※）所有 ＝ 車、土地建物。任意団体は個人名義、相続でトラブルも。

　　　契約 ＝ 行政からの委託、海外団体との契約。任意団体は個人が契約することになる。

　　　雇用 ＝ 事業推進のために職員を雇う。


